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（
経
済
産
業
委
員
会
）

電
気
事
業
法
及
び
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
七
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
電
気
事
業
及
び
ガ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
供
給
シ
ス
テ
ム
改
革
に
よ
る
安
定
供
給
の
確
保
、
環
境
へ
の
適
合
及

び
こ
れ
ら
の
下
で
の
電
力
・
ガ
ス
供
給
に
関
す
る
需
要
家
の
選
択
肢
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
門
（
送
配
電
及

び
ガ
ス
導
管
）
に
お
け
る
託
送
供
給
に
係
る
情
報
の
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
電
源
開
発
促
進
法

を
廃
止
し
、
電
源
開
発
株
式
会
社
を
民
営
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

１

電
気
事
業

イ

特
定
規
模
電
気
事
業
者
（
特
定
規
模
の
需
要
家
に
対
し
電
気
の
小
売
を
行
う
事
業
者
）
は
、
自
ら
が
維
持
・
運
用
す

る
電
線
路
を
介
し
て
特
定
規
模
電
気
事
業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
一
定
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
そ
の
届
出
が
そ
の
電
線
路
を
介
し
て
電
気
を
供
給
す
る
場
所
を
供
給
区
域

に
含
む
一
般
電
気
事
業
者
（
い
わ
ゆ
る
電
力
会
社
）
の
電
気
の
使
用
者
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
届
出
の
内
容
の
変
更
又
は
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ロ

一
般
電
気
事
業
者
は
、
託
送
供
給
（
い
わ
ゆ
る
電
力
会
社
の
送
電
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
電
気
の
供
給
）
に
係

る
料
金
そ
の
他
の
供
給
条
件
に
つ
い
て
託
送
供
給
約
款
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
ほ
か
、
託
送
供
給
の
業
務
そ
の
他
の
変
電
、
送
電
及
び
配
電
に
係
る
業
務
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
、
そ
の
結
果

を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
託
送
供
給
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
目
的
外
に
利
用
す
る
行
為
、

並
び
に
そ
の
託
送
供
給
の
業
務
に
つ
い
て
特
定
の
電
気
供
給
事
業
者
に
対
し
不
当
に
利
益
を
与
え
又
は
不
利
益
を
与
え

る
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

送
配
電
等
業
務
支
援
機
関

イ

経
済
産
業
大
臣
は

送
配
電
等
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て

、

、

一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
送
配
電
等
業
務
支
援
機
関

（
以
下
「
支
援
機
関
」
と
い
う

）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

ロ

支
援
機
関
は
、
送
配
電
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
の
策
定
、
同
業
務
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
に
必
要

な
電
気
事
業
者
に
対
す
る
指
導
、
勧
告
等
、
同
業
務
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
連
絡
調
整
等
の
業
務
を
行
う
。

二
、
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
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１

一
般
ガ
ス
事
業

一
般
ガ
ス
事
業
者
（
い
わ
ゆ
る
都
市
ガ
ス
会
社
）
は
、
託
送
供
給
に
係
る
料
金
そ
の
他
の
供
給
条
件
に
つ
い
て
託
送
供

給
約
款
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
か
、
託
送
供
給
の
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連

す
る
業
務
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
託
送
供
給
の
業
務
に
関
し
て

知
り
得
た
情
報
を
目
的
外
に
利
用
す
る
行
為
、
並
び
に
そ
の
託
送
供
給
の
業
務
に
つ
い
て
特
定
の
ガ
ス
供
給
事
業
者
に
対

し
不
当
に
利
益
を
与
え
又
は
不
利
益
を
与
え
る
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

ガ
ス
導
管
事
業

イ

「
ガ
ス
導
管
事
業
」
と
は
、
自
ら
が
維
持
・
運
用
す
る
特
定
導
管
（
一
定
規
模
以
上
の
供
給
能
力
を
有
す
る
導
管
）

に
よ
り
ガ
ス
の
供
給
を
行
う
事
業
を
い
う
。

ロ

一
般
ガ
ス
事
業
者
以
外
の
者
は
、
ガ
ス
導
管
事
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
特
定
導
管
の
設
置
場
所
等
を
経
済
産

業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
そ
の
特
定
導
管
が
一
般
ガ
ス
事
業
者
の
供
給
区
域
で
設
置
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
そ
の
届
出
が
当
該
一
般
ガ
ス
事
業
者
の
ガ
ス
の
使
用
者
の
利
益
が
阻
害
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
届
出
の
内
容
の
変
更
又
は
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

大
口
供
給

一
般
ガ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
大
口
供
給
（
一
定
数
量
以
上
の
需
要
に
応
じ
て
行
う
導
管
に
よ
る
ガ
ス
供
給
）
に
係
る
許

可
制
を
届
出
制
に
改
め
る
一
方
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
大
口
供
給
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
一
般
ガ
ス
事

業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
ガ
ス
の
使
用
者
の
利
益
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
等
に
は
、
届
出
の
内

容
の
変
更
又
は
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
電
源
開
発
促
進
法
の
廃
止

電
源
開
発
促
進
法
を
廃
止
す
る
。

四
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
一
定
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
株
式
会
社
を
、
電
源
開
発
株
式
会
社

の
株
式
の
取
得
、
管
理
及
び
売
却
を
行
う
指
定
会
社
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

政
府
は
、
産
業
投
資
特
別
会
計
及
び
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
に
所
属
す
る
電
源
開
発

株
式
会
社
の
株
式
を
出
資
の
目
的
と
し
て
指
定
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


